
　□教育活動において必要な物品が対象となります（日用品や部活動用品、すでに補助金を活用して購入した物品は対象外となります）

　□判断に迷った場合は、事務室にて確認しますのでレシートをご提出ください。

　※記載品目は一例です

分類 全員対象のもの
各学部

１年生のみ対象のもの
対象外のもの

文具類 ・筆記具類（ペン/消しゴム/ノート/筆箱など）
・道具類（お道具箱/はさみ/定規/のりなど）
・ファイル類
・名前シール

―

通学用

・通学用靴、雨靴
・防寒具（コート/毛布/マフラー/手袋/
レッグ・アームウォーマー）
・通学用帽子（防暑、防寒用）
・雨具（雨傘/レインコート）
・定期入れ

・ランドセル、通学用カバン
（ランドセルカバーを含む）
・制服、標準服、通学用服
・購入と同時に行う制服等の手直し代
・付属品（校章/ベルト/ワイシャツ/ネクタイ/
リボン/ボタン）

・制服等の手直し代
・靴下、下着類、おむつ
・虫よけスプレー

校内用 ・上履き
・学校で使用するための机、椅子
・学校で使用するための車椅子付属品

・防災頭巾、ヘルメット
（防災教育で活用している場合のみ）

・眼鏡、腕時計
・衛生用品（歯ブラシ/コップ/ハンカチ/タオルなど）
・医療用品
・日常で使用するマスク、マスクケース
・給食で使用するマスク、エプロン等
・水筒

体育用 ・体育用服、靴、帽子（ジャージや上着も含む）
・水泳用具（水着/ラッシュガード/水泳帽/ゴーグル/
サンダル/浮き輪）
・水泳用具の付帯品（水泳バッグ/タオル類）

― ・部活動、課外活動で使用するもの

実習
作業用 ・作業用服、靴（ベルト等の付帯品含む）

・実習等で使用する名札/名札入れ/マスク/
エプロン/スモック/三角巾/手袋
・実習や作業用の材料

―

・検便代
・クリーニング代
・腕時計
・調理実習の材料

授業用

☆学校の授業で使用するもの
・副教材、副読本（図鑑/絵本）、辞典類（電子辞書含
む）
・（音楽）楽器、CDなど（個人の所有物となる場合）
・（図工）クレヨン、色鉛筆等（個人用の場合）
・（体育）縄跳び等（個人用の場合）
・歩行訓練用サポーター/マット等
（自立活動訓練等の授業用）

― ・カメラ、フィルム類、現像代

校外学習用
・遠足、修学旅行用のリュック類
・弁当用品（弁当箱/箸/スプーン/フォーク類）
・水筒、レジャーシート

―
・財布
・エチケット袋

学級活動
・はさみ/定規/のり など
・園芸用品（苗/種子/肥料/土壌）
（個人の所有物となる場合）
・材料キット（美術等の材料等）
※一人分が明確にわかるもののみ対象

―

ICT機器
（高等部のみ）

・タブレット端末、ノートパソコン、ディスプレイ等（個人用）
・キーボード/マウス/スイッチ/ボタン（学校で使用する場合）
・タブレット端末等の修理代
・タブレット端末等に要する付属品（ケーブル/車椅子固定具等）
・アプリケーション等の購入代等（学用品として使用するもの）
・カバー/ケース/バッグ/液晶保護フィルム
（学校から購入の要請があった場合）

・通信費
・製品保証サービス/サポート費用
・日常必要とするICT機器
・日常使用する携帯電話/スマートフォン等

その他

・サブバッグ（着替え用/教材用/シューズ用等）
・靴の中敷き、靴ひも

・服の脱着用具（テープ/ボタンなど）

・携帯電話
・連絡帳、連絡袋、貴重品袋
・クッション（姿勢補強用/スクールバス用）
・卒業アルバム
（授業で自作する場合の材料は副教材として扱う）
・補装具、医療的ケア用品
・イヤーマフ（防音用）
・送料、レジ袋代等

学用品等購入費対象品目例リスト
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